
 

第
六
条 

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

次
の
と
お
り
公
告

 

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

 

 

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者

意
見
の
内
容
を
記
載
し 

た
書
面

氏
名
及
び

の
氏
名
及
び

び
に 

意
見
を
述
べ
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
四
月

二
十
二
日
ま
で
に
奈
良
県
産
業
・
観
光
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合

に
到
着
す
る
よ
う
提

出
し
て

 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

奈
良
県
知
事 

山 

下 
 

真 
 

一 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

名
称 

フ
レ
ス
ポ
桜
井 

 
 

所
在
地  

桜
井
市
大
字
東
新
堂
五
一
二
番
六
ほ
か 

二 

変
更

事
項 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 
 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り 

 
 

 
 

 
 

面
積 

二
一
三
平
方

 

 

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り 

 
 

 
 

 
 

面
積 

二
四
九
平
方

 

 
 
 

廃
棄
物
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り 

容
量 

五
四
・
九
立
方

 

 

届
出
書
添
付
図
面
記
載
の
と
お
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
量 

五
四
・
九
立
方

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

名
称 

株
式
会
社

 

 
 

 
 

 

開
店
時
刻 

午
前
十
時 

 
 

 
 

 

閉
店
時
刻 

午
後
九
時 



変
更
後

名
称 

株
式
会
社

 

 
 

 
 

 

開
店
時
刻 

午
前
十
時 

 
 

 
 

 

閉
店
時
刻 

午
後
十
時 

三 

変
更
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日 

四 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
七
日 

五 

縦
覧
場
所 

 
 

奈
良
県
産
業
・
観
光
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合

 

六 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

奈
良
県
の
休
日
を

定
め
る

項
に
規
定
す
る
県
の
休
日

を
除
き

 

七 

縦
覧
時
間 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 
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